
新
し
い
保
険
証
を
7
月
下
旬
お
送
り
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
の
皆
さ
ん
へ

●
問
い
合
わ
せ　

保
険
課
（
東
庁
舎
2
階　

☎
34‒

3
2
1
6

39‒
2
5
2
3
）

り
ま
す
。

　

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
に
は
、

申
請
書
を
6
月
に
郵
送
し
ま
し
た
。

未
提
出
の
方
は
、
保
険
課
へ
ご
提

出
く
だ
さ
い
。

①
被
保
険
者
複
数
世
帯
で
、
被
保　

険
者
の
収
入
合
計
額
が
5
2
0　

万
円
未
満

②
被
保
険
者
1
人
世
帯
で
、
そ
の

方
の
収
入
額
が
3
8
3
万
円
未

満
③
被
保
険
者
1
人
世
帯
で
、
そ
の

方
の
収
入
額
が
3
8
3
万
円
以

上
で
あ
る
が
、
同
一
世
帯
の
70

歳
〜
74
歳
の
方
の
収
入
を
含
め

た
収
入
合
計
額
が
5
2
0
万
円

未
満

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
を
お
持
ち
の
方

　

8
月
1
日
㈬
か
ら
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
も

新
し
く
な
り
ま
す
。

新
し
い
保
険
証
が
黄
色
に
変
わ
り
ま
す
！

新
し
い
保
険
証
が
黄
色
に
変
わ
り
ま
す
！

　

保
険
証
の
色
が
橙

だ
い
だ
い色
か
ら
黄
色

に
変
わ
り
ま
す
。
現
在
の
橙
色
の

保
険
証
は
、
8
月
1
日
㈬
以
降
、

ご
自
分
で
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

自
己
負
担
割
合
は

3
割
ま
た
は
1
割

　

保
険
証
に
記
載
し
て
あ
る
自
己

負
担
割
合
は
、
30
年
度
の
市
民
税

課
税
標
準
額
（
平
成
29
年
中
の
所

得
に
基
づ
く
も
の
）
が
1
4
5
万

円
以
上
の
被
保
険
者
と
同
一
世
帯

の
被
保
険
者
は
3
割
負
担
で
す
。

　

そ
の
他
の
被
保
険
者
は
、
1
割

負
担
で
す
。

基
準
収
入
額

適
用
申
請
と
は

　

3
割
負
担
の
方
の
う
ち
、
次
の

①
〜
③
に
該
当
す
る
場
合
は
、
申

請
す
る
と
負
担
割
合
が
1
割
に
な

黄色の封筒に入っています

　

お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
、
氏

名
な
ど
記
載
内
容
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

　

7
月
下
旬
に
、
長
野
県
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
の
黄
色
い
封

筒
で
郵
送
し
ま
す
。

みんなで防ごう「結核」
　結核は、日本で戦後しばらくまで大流行
し、死亡原因第 1位の病気でした。過去
の病気と思われがちですが、今も他の先進
国と比べて罹患率は高くなっています。
　新たな結核患者は80歳以上の高齢者に
多く、かつての流行期における感染が再燃
しています。今でも早期発見・適切な治療、
予防が大切です。
　市では、巡回検診車による肺がん・結核
検診胸部レントゲン撮影を実施しています
ので、ぜひお近くの会場で受診してくださ
い。詳しくは広報 5月号と一緒に配布さ
れた案内をご覧ください。

　

有
効
期
限
が
平
成
30
年
7
月
31

日
㈫
ま
で
の
認
定
証
を
お
持
ち
で
、

平
成
30
年
度
も
引
き
続
き
市
民
税

非
課
税
世
帯
と
な
る
方
に
は
、
7

月
下
旬
に
新
し
い
認
定
証
を
長
野

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の

黄
色
の
封
筒
で
郵
送
し
ま
す
。（
保

険
証
と
は
別
便
で
郵
送
し
ま
す
。）

　

古
い
認
定
証
は
、
8
月
1
日
㈬

以
降
、
ご
自
分
で
破
棄
し
て
く
だ

さ
い
。

保
険
課
で
の
受
領
を

希
望
す
る
方
へ

　

保
険
証
等
を
郵
送
で
は
な
く
来

庁
し
て
直
接
受
け
取
る
こ
と
を
希

望
す
る
方
は
、
本
人
確
認
の
上
お

渡
し
し
ま
す
の
で
、
7
月
6
日
㈮

ま
で
に
保
険
課
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

80歳以上の方に増
加中！

80歳以上の方に増
加中！

●問い合わせ　健康づくり課　（東庁舎 2
階　☎34‒3217 39‒2523）

12345678
松本市丸の内３番７号

平成31年７月31日

松本　太郎 男
昭和４年８月20日
平成20年４月1日

平成20年４月１日
平成30年８月１日

1割
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